
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
入
力
し
て

ア
ク
セ
ス
し
ま
す
。）

【
申
請
方
法
】

　

 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
で
顔
写
真
を

撮
影
し
、
保
存
し
ま
す
。
交
付
申
請
用
の

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
交
付
申

請
書
に
記
載
の
申
請
書
Ｉ
Ｄ
（
半
角
数
字

23
桁
）を
入
力
し
ま
す
。画
面
に
し
た
が
っ

て
必
要
事
項
を
入
力
し
、

顔
写
真
を
添
付
し
て
送

信
し
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

　

 

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
な
ど
で
顔
写
真
を
撮

影
し
、
パ
ソ
コ
ン
に
保
存
し
ま
す
。
交

付
申
請
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス

し
、
交
付
申
請
書
に
記
載
の
申
請
書
Ｉ

Ｄ
（
半
角
数
字
23
桁
）
を
入
力
し
ま
す
。

画
面
に
し
た
が
っ
て
必

要
事
項
を
入
力
し
、
顔

写
真
を
添
付
し
て
送
信

し
ま
す
。
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受
け
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
！

通
知
カ
ー
ド
＆

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

市
で
は
、
お
届
け
で
き
な
か
っ
た
通
知
カ
ー
ド
と
、
す
で
に
交
付
の
お
知

ら
せ
を
発
送
し
て
い
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
管
し
て
い
ま
す
。

４
月
末
現
在
の
保
管
件
数
は
、
通
知
カ
ー
ド
が
５
０
０
通
以
上
（
全
世
帯
の
約

2.5
％
）、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
１
，４
０
０
枚
以
上
で
す
。
ま
だ
受
け
取

り
に
来
て
い
な
い
人
は
、
早
め
の
受
け
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

  

通
知
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
方
法

  

受
け
取
り
可
能
時
間

月
・
水
・
金
曜
日

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

火
・
木
曜
日

　

８
時
30
分
〜
19
時

  

受
け
取
り
場
所

市
民
課

　
（
伊
豆
長
岡
庁
舎
）

※ 

韮
山
・
大
仁
支
所
で
は

　

受
け
取
り
で
き
ま
せ
ん
。

  

持
ち
物

本
人
確
認
書
類

※ 

写
真
有
の
も
の
は
１
点（
運
転
免
許
証
、

住
基
カ
ー
ド
、
旅
券
な
ど
）、
写
真
無

の
も
の
は
２
点
（
保
険
証
、
通
帳
、
社

員
証
、
学
生
証
な
ど
）

▼
予
約
は
不
要
で
す
。

▼ 

同
じ
世
帯
の
人
の
通
知
カ
ー
ド
は
ま
と

め
て
受
け
取
り
で
き
ま
す
。

▼ 

世
帯
が
違
う
人
の
通
知
カ
ー
ド
を
受
け

取
る
場
合
は
、
委
任
状
と
双
方
の
本
人

確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
方
法　

  

受
け
取
り
可
能
時
間

月
・
水
・
金
曜
日

　

８
時
45
分
〜
16
時
30
分

火
・
木
曜
日

　

８
時
45
分
〜
18
時
30
分

  

受
け
取
り
場
所

市
民
課
（
伊
豆
長
岡
庁
舎
）

※ 

韮
山
・
大
仁
支
所
で
は
受
け
取
り
で
き

ま
せ
ん
。

  

持
ち
物

・
本
人
確
認
書
類

・ 

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子
証
明
書

発
行
通
知
書
兼
照
会
書

・
通
知
カ
ー
ド

・
住
基
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
人
の
み
）

※ 

本
人
確
認
書
類
は
写
真
有
の
も
の
は
１

点
（
運
転
免
許
証
、
住
基
カ
ー
ド
、
旅

券
な
ど
）、写
真
無
の
も
の
は
２
点
（
保

険
証
、
通
帳
、
社
員
証
、
学
生
証
な
ど
）

▼ 

市
役
所
か
ら
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

の
お
知
ら
せ
」
が
自
宅
に
届
き
ま
す
。

お
知
ら
せ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
予
約
方

法
で
必
ず
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

必
ず
申
請
し
た
本
人
が
来
庁
し
て
く
だ

さ
い
。

▼ 

顔
認
証
や
暗
証
番
号
の
設
定
な
ど
、
15

分
程
度
の
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

マイナちゃん

問
市
役
所
市
民
課

☎
０
５
５（
９
４
８
）２
９
０
１

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
を

　

方
法
①郵

便
に
よ
る
申
請

【
申
請
書
】

　

 

通
知
カ
ー
ド
か
ら
切
り
取
っ
た
申
請
書
、

ま
た
は
住
所
変
更
後
に
市
役
所
窓
口
で
手

渡
さ
れ
た
白
紙
の
申
請
書

【
申
請
方
法
】

　

 

必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
を
貼
付
し

て
、
署
名
、
ま
た
は
記
名
・
押
印
し
ま
す
。

送
付
用
封
筒
に
入
れ

て
、
郵
便
ポ
ス
ト
に

投
函
し
ま
す
。

　

７
月
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
、
住
民
票
な
ど
の
証
明
書
を

コ
ン
ビ
ニ
で
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を
検
討
し
て
い
る
人
へ
、
申
請
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。

　

方
法
②パソ

コ
ン
に
よ
る
申
請

【
申
請
書
】

　

 

通
知
カ
ー
ド
か
ら
切
り
取
っ
た
申
請
書
、

ま
た
は
住
所
変
更
後
に
市
役
所
か
ら
郵
送

さ
れ
た
申
請
書
Ｉ
Ｄ
記
載
の
申
請
書

　

方
法
③

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
申
請

【
申
請
書
】

　

 

通
知
カ
ー
ド
か
ら
切
り
取
っ
た
申
請
書

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
読
込
に
よ
り
申
請
用
Ｗ
Ｅ

Ｂ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。）、
ま

た
は
住
所
変
更
後
に
市
役
所
か
ら
郵
送
さ

れ
た
申
請
書
Ｉ
Ｄ
記
載
の
申
請
書
（
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
の
記
載
が
な
い
た
め
、
直
接
申
請

　

方
法
④

ま
ち
な
か
の
証
明
用
写
真
機

に
よ
る
申
請

【
申
請
書
】

　

 

通
知
カ
ー
ド
か
ら
切
り
取
っ
た
申
請
書

【
申
請
方
法
】

　

 

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
か
ら
「
個
人
番
号
カ
ー
ド

申
請
」
を
選
択
し
、
撮
影
用
の
お
金
を
入

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　

申
請
方
法
は
４
種
類

れ
て
、
交
付
申
請
書
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

バ
ー
コ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
か
ざ
し
ま
す
。

画
面
に
し
た
が
っ
て
必
要
事
項
を
入
力

し
、
顔
写
真
を
撮
影
し
て
送
信
し
ま
す
。

写
真
の
画
像
を
直
接
送
信
し
て
い
る
た

め
、
写
真
は
出
て
き
ま
せ
ん
。「
個
人
番

号
カ
ー
ド
交
付
申
請
受
付
証
」
が
出
て
き

ま
す
の
で
、
市
役
所
か
ら
交
付
通
知
書
が

届
く
ま
で
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

選択するかざす

撮影する申請する受け取る

方
法
④
の手続

き
の
流
れ

問
市
役
所
市
民
課

☎
０
５
５（
９
４
８
）２
９
０
１

受け取りは伊豆長岡庁舎の
市民課窓口へ

完全
  予約制


